
〔別紙〕

◇　【ホール内の利用人数制限について】・・・主催者スタッフ・出演者除く

～令和３年

　 ４月３０日（金）まで

　　 ※　制限割合は、国のガイドラインを適用します。

◇　【県外からの施設利用制限について】

現　在

◇　【楽屋・リハーサル室等の利用人数について】（目安）

楽屋　１

楽屋　２

楽屋　３

楽屋４（集会室）

１階　和室

２階　集会室

楽屋　５

楽屋　６

リハーサル室

７０人

６人

６人

１５人

２人

２人

６人

１０人

３０人

令和３年

５月１日（土）～

　　制限ありません

最大　500人まで

最大　1,018人まで（車椅子席を除く）

100%

50%

　※　施設独自の感染対策として、「あ」列は使用できません。

〔大声の歓声がないもの〕（例）

クラシック、歌劇、合唱、ジャズ、吹奏
楽、民族音楽、歌謡曲、バレエ、歌舞
伎、落語、漫才、式典、講演会、説明
会等

〔大声の歓声が予想されるもの〕（例）

ロックコンサート、ポップコンサート、キャ
ラクターショー、親子会公演等

　　　　　(車椅子席は除く）

部屋を利用する際は、ドア

や窓を開放するなど、換気を

心がけてください。

また、「密」な状態になら

ないようご注意ください。


